　　　　　　　特別養護老人ホームとちの木荘給食委託業務仕様書

１　委託業務　　特別養護老人ホームとちの木荘給食委託業務

２　履行場所　　栃木県宇都宮市徳次郎町２４７９－１
　　　　　　　　特別養護老人ホームとちの木荘

３　履行期間　　２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日
　　　　　　　　ただし、双方に異議がなければ延長する。

４　委託業務　　特別養護老人ホームとちの木荘の入居者及びショートステイの利用者等への一定の味や品質、栄養素を確保したうえの給食の提供
　　　　　　　　また、それに付随した適正な献立作成、衛生管理、人員配置、会議への出席、調理、食材料の管理、清掃、書類の整備等

５　給食の条件
(1) 献立作成
委託者が定める栄養基準量を十分に満たし、入居者の健康状態及び嗜好等を配慮する。

(2) 食事の種類
一般食、療養食、行事食その他とし、食事箋に基づき提供する。
（1） 一般食・・・普通食、軟菜食（一部ソフト食使用）、ペースト食（一部ソフト食
　　　使用）とする。
（2） 療養食・・・糖尿病食、減塩食など医師の指示により提供する（現在は対象者な
　し）。
（3） 行事食・・・各行事に併せ、ふさわしいメニューを提供する。
　　　　　　　　　なお、献立は予め委託者と協議する。

(3) 食数（実績）
　　　　　　　　
	
	入居者および短期利用者
	職員
	合計

	朝食
	90
	
	90

	昼食
	96
	2
	98

	おやつ
	95
	
	95

	夕食
	90
	
	90

	合計
	371
	2
	373

	



６　給食業務責任者
(1) 　受託者は、委託業務の遂行及び従事者の指揮監督を行う責任者を、給食業務責任者として任命し、委託者に報告する。
(2) 高齢者福祉施設給食業務の実務経験を有する者であること。
７　業務従事者
(1)　業務従事者の人数、勤務時間、資格、経験については、食事サービス提供業務のために必要な基準を充足していることを前提に、受託者の裁量による。
(2)　受託者は、本施設内で勤務する従事者につき、氏名、住所、生年月日並びに食事サービス提供業務に関連する資格の有無及び内容を記載した従事者名簿を作成しなければならない。
(3)　受託者は前号の従事者名簿を、従事者全員の健康診断書及び従事者名簿に記載された資格がある場合はその資格を証する書面の写しとともに、本施設内に備え置くものとする。
(4)　受託者は、食事提供に係る業務遂行を確実に行える人員を確保すること。

８　従事者の健康管理
(1)　受託者は、従事者の健康管理に絶えず注意を払うとともに、年１回定期的に健康診断を実施し、その結果を委託者に報告する。
(2)　受託者は、従事者に対し検便を実施することとし、５月～１０月は月２回、その他の月は月１回実施し、その結果を委託者に報告する。
(3)　受託者は、従事者が次に該当するときは、調理業務を含むすべての食事サービス提供業務に従事させてはならない。従事者の同居者が次のア及びイに該当する場合も同様とする。
（ア）　赤痢（疫痢を含む）、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律」（平成１０年法律第１１４号）による第１類
感染症から第３類感染症までの感染症　
（イ）　（ア）に定める感染症の保菌者
（ウ）　化膿性創傷、伝染性皮膚疾患

９　従事者教育
　受託者は、従事者に対し、定期的に栄養管理技術、調理技術及び衛生管理等の教育又は訓練を実施する。

10　従事者の服装及び規律
受託者は、従事者に次に掲げる事項を遵守させる。　
（ア）業務を行うにあたり、委託者の職員等と協調し、協力して業務を遂行する。
（イ）委託者の業務遂行に支障をきたすおそれのある行為は行わない。
（ウ）業務中は定められた衣服類を着用し、衛生的で清潔な状態を保持するよう努める。
（エ）　作業にあたっては、常に身体、特に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、作業の前後には必ず手指の洗浄および消毒を実施する。
（オ）作業上必要がある場合は、必ずマスク、衛生手袋を着用する。
（カ）　作業中における便所の使用は、必ず専用便所を使用し、その際には履物についても食事サービス施設内外の区分を明確にする。
（キ）　作業中には、本施設内に食事サービス提供業務遂行に関係のない者を入れないとともに、従事者が当該業務を遂行する上で必要のない物は持ち込まない。
（ク）　所定場所以外での飲食、喫煙は行わないこと、本施設内で飲酒をしないことなど、本施設の管理上必要な委託者の指示に従う。





11　食事時間、配膳・下膳時間、配膳方法は次のとおりとする。
(1)　食事時間、配膳・下膳時間
	
	配膳
	提供時間
	下膳

	朝食
	7:00まで
	7:30～-8:30
	8:30

	昼食
	11:00まで
	12:00～-13:30
	13:30

	おやつ
	14:50まで
	15:00
	18:30

	夕食
	17:30まで
	18:00～-19:00
	18:30



(2)　配膳方法
（ア）　配膳は、配膳車で厨房から各ユニット（12ユニット　12か所）の指定場所まで受託者が行う。
（イ）下膳は、指定場所から厨房までは受託者が行う。
（ウ）配下膳に当たり、施設設備との衝突などの事故防止に細心の注意を払うこと。
（エ）お茶は、茶葉の管理のみ受託者が行う。

（参考）特養とちの木荘の食事提供方法
　　・ユニット形式での提供
　　・炊飯（米飯、全粥）は各ユニットで施設職員が実施
　　・汁物は鍋により、おかず類は原則ホテルパン等により各ユニットに提供
・盛付、配膳は施設職員が実施
（形態加工、個別対応等は厨房にて実施）
　　・食器管理、食器洗浄は各ユニットで施設職員が実施

12　食材料の確認
　受託者は、献立表及び喫食者の数に基づき食材料を発注し、納品に際しては発注書通り納品されたこと、及び適正な品質状況であることを確認する。

13　食器洗浄・消毒作業
　使用した食器類は、委託者が各ユニットで洗浄を行い、十分に洗浄および消毒のうえ、次の使用時まで清潔に保管する。

14　衛生管理作業
　受託者は、本施設その他食事サービス提供業務の用に供する施設及び設備等（冷凍庫、冷蔵庫、食品庫を含む）の衛生状態を保持するために必要な基準及び作業手順を定め、当該基準等に従い、定期的に清掃するとともに、委託者の行う防鼠、防虫に協力する。

15　検食及び保存食
(1)　検食は、委託者の指示に従い提供する。
(2)　保存食は、毎食ごとに確保するものとし、原材料（購入した状態のもの）及び調理済食品を、食品ごとに５０グラム程度清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、零下２０度以下で２週間保存する。



16　非常時及び緊急時の対応
(1)　食中毒発生時においても、予め次の対策を講じ、利用者提供食の確保を図らなければならない。
（1） 業務の代行者の指定
（2） 食中毒マニュアルの作成
（3） 感染症対策の構築
(2)　非常食（備蓄食）の管理
受託者が管理している非常食（備蓄食）を含め、賞味期限の近づいたものは献立に組み込み、入れ替え作業・費用分担について、互いに協議するものとする。

17　施設内イベント等への協力
受託者は、施設内において開催されるイベント等に関し、調理等の協力をするものとする。

18　秘密の保持
受託者は、入居者等の個人情報等、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

19　報告義務
委託者は、本契約に定めるところに従い、受託者に対して報告を求めることができる。また、食事サービス提供業務の本契約に従った円滑な遂行に支障が生じる恐れがあるときは、受託者に対し改善をもとめることができる。

20　業務分担区分
　業務分担区分については、別紙１のとおりとする。

21　経費負担区分
　経費負担区分については、別紙２のとおりとする。

22　その他
(1)　受託者は、本契約に定める食事サービス提供業務の各作業に必要な各種帳票類の作成・保管等を行い、受託者の受ける関係官庁の調査等に協力する。
(2)　本仕様書に記載のない事項については、委託者・受託者が誠意をもって協議し、決定する。
